
総
代

。
支
部
長

世
話
人

・
町
会
長

殿

氏
子
崇
敬
者

◎
大
祓
式
　
。
・
・
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
　
　
　
午
前
十
一
時
　
開
式

大
祓
い
と
は
罪
や
機
れ
を
取
り
除
き
心
を
清
め
る
神
事
で
す
。

当
神
社
で
は
大
祓
詞
を
奏
上
し
、
皆
様
が

一
年
間
お
守
り
頂
い
た
御
札
や
御
守
を
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
す
。

※
お
祓
い
物
は
十
二
月
二
十

一
日
よ
り
拝
殿
前
に
納
札
箱
を
置
き
ま
す
の
で
お
納
め
下
さ
い
。

※
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
・
人
形

・
ぬ
い
ぐ
る
み

。
鏡
餅
が
入
っ
て
い
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ゴ
ミ
や
、

燃
え
な
い
物
、
御
札
等
を
入
れ
て
き
た
袋
は
各
家
庭
に
て
処
分
願
い
ま
す
。

令
和
七
年
十

一
月
二
十
三
日

諏
訪
神
社
社
務
所

令
和
七
年
大
祓
式
並
び
に
令
和
八
年
元
旦
祭
の
お
知
ら
せ

今
年
も
余
す
と
こ
ろ

一
月
足
ら
ず
と
な
り
、
皆
様
に
は
お
忙
し
い
日
々
を
お
過
ご
し
の
事
と
存
じ
ま
す
。

平
素
は
諏
訪
神
社
の
為
に
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
左
記
の
如
く
大
祓
式
及
び
元
旦
祭
を
執
り
行
い
ま
す
。



◎
元
旦
祭
　
ｏ
。
・
令
和
八
年
一
月
一
日

午
前
十
時
　
開
式

令
和
八
年
丙
午
年
⌒皇
紀
二
六
八
六
年

・
西
紀
二
〇
二
六
年
）
の
新
年
を
寿
ぎ
、
祭
祀
を
執
り

行
い
ま
す
。

※

一
月

一
日
午
前
０
時
よ
り
御
神
酒

。
た
こ
焼
き
を
振
る
舞
い
ま
す
。

※

一
月

一
日
午
前
七
時
よ
り
福
引
と
コ
ー
ヒ
ー

・
パ
ン
の
配
布
を
行
い
ま
す
。

※
開
運
厄
除

。
家
内
安
全

・
商
売
繁
盛

・
交
通
安
全
そ
の
他
祈
願
祭
は

二
日
か
ら
四
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
三
〇
分
ま
で
随
時
受
け
付
け
し
て
お
り
ま
す
。

（五
日
以
降
の
祈
願
祭
は
　
８
０
四
二

・
七
八
二

・
二
七
五
三
　
宮
司
中
村

へ
御
予
約
下
さ
い
。
）

総
代

・
支
部
長

・
世
話
人
方
々
へ

十
二
月
二
十

一
日
　
午
前
九
時
よ
り
境
内
の
大
掃
除

（雨
天
の
時
は
翌
二
十
二
日
）

十
二
月
二
十

一
日
　
午
前
九
時
よ
り
元
旦
祭
の
準
備
等


